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日本工業標準調査会 標準部会 第１６回窯業技術専門委員会 議事録

１．日 時： 平成１８年２月２日（木） １４：００～１７：００

２．場 所： 経済産業省 別館５階５１１共用会議室

３．議 題：

(1)委員会長の選出 参考資料１

(2)前回議事録の確認 資料１

(3)工業標準制定案の審議

R6261 研磨フラップディスク 資料２

(4)日本工業規格改正案の審議

R3410 ガラス繊維用語 資料９

R3411 ガラスチョップドストランドマット 資料３

R3412 ガラスロービング 資料４

R3413 ガラス糸 資料５

R3414 ガラスクロス 資料６

R9001 工業用石灰 資料７

R9011 石灰の試験方法 資料８

(5)国際標準化を巡る最近の動向について 参考資料２

(6)その他

４．出席者

（副委員会長）植松 敬三 長岡技術科学大学 教授

（ 委 員 ） 安藤 秀征 黒崎播磨株式会社 技術部担当部長

荻原 行正 鹿島建設株式会社 建築管理本部本部次長

影山 雅英 日東紡績株式会社 福島工場総務部付課長

片山 康三 セントラル硝子株式会社 品質管理部長

阪井 博明 日本ガイシ株式会社 中央研究所長

福泉 秀明 東邦テナックス株式会社 開発研究所研究企画室

町田 隆志 株式会社日立製作所 日立研究所エネルギー材料研究部

主管研究員

山内 幸彦 独立行政法人産業技術総合研究所 計測ﾌﾛﾝﾃｨｱ研究部門

副部門長

（ 関 係 者 ） 植木 正義 株式会社光陽社 取締役

藤代 和範 研磨布紙協会 専務理事

小浜 峯一 セントラルグラスファイバー株式会社

鈴木 康一 旭ファイバーグラス株式会社

中川 勇 日本電気硝子株式会社

佐藤 実 旭シュエーベル株式会社

鵜澤 孝夫 硝子繊維協会

安江 任 日本大学 理工学部教授

汐待 孝信 吉澤石灰工業株式会社 製造部技術グループ主査

渡辺 忠明 日本石灰協会 主事
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（ 傍 聴 者 ） 鈴木 節子 財団法人日本規格協会 規格開発部規格業務課

（ 事 務 局 ） 岩永 明男 経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室長

田中 康裕 経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室 課

長補佐

汗部 哲夫 経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室

古川 卓也 経済産業省 産業技術環境局 産業基盤標準化推進室

５．議事

(1)委員会長の選出

事務局より植松副委員会長が推薦され、満場一致で承認された。

(2)前回議事録の確認

議事録(案)が事務局より通読され、異議なく確認された。

(3)工業標準制定案の審議

①R6261 研磨フラップディスク

資料２に基づき、株式会社光陽社 植木氏より概要説明があった後、審議が行

われた。以下の点を再検討し、次回に再審議することとなった。

・３．２における孔径の寸法許容差について、対応ＩＳＯ規格では＋０．１６ｍ

ｍのところを本ＪＩＳでは＋１．０ｍｍにしているが、安全性の懸念がある。

(4)日本工業規格改正案の審議

①R3410 ガラス繊維用語

資料９に基づき、旭シュエーベル㈱ 佐藤氏より概要説明があった後、審議が

行われた。以下の点を修正の上、承認された。

・３．１の１００１（Ｅガラス）における「２．０％未満」を「２．０％以下」

へ修正する。

②R3411 ガラスチョップドストランドマット

資料３に基づき、セントラルグラスファイバー㈱ 小浜氏より概要説明があっ

た後、審議が行われた。以下の点を修正の上、承認された。

・２．引用規格からＪＩＳ Ｋ ７１００を削除する。（引用箇所がないため。）

・３．定義において、ＪＩＳ Ｒ ３４１０で定義してある用語（Ｅガラス、アル

カリ含有率）は、この規格で改めて定義する必要はないため削除する。

③R3412 ガラスロービング

資料４に基づき、旭ファイバーグラス㈱ 鈴木氏より概要説明があった後、審

議が行われた。以下の点を修正の上、承認された。

・２．引用規格からＪＩＳ Ｋ ７１００を削除する。（引用箇所がないため。）

・３．定義において、ＪＩＳ Ｒ ３４１０で定義してある用語（Ｅガラス、アル

カリ含有率）は、この規格で改めて定義する必要はないため削除する。

・５．ｄ）における「・・、２％以下・・。」の部分は、「・・、２％以下（質

量分率）・・。」へ修正する。

④R3413 ガラス糸

資料５に基づき、影山委員より概要説明があった後、審議が行われた。以下の

点を修正の上、承認された。
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・２．引用規格からＪＩＳ Ｋ ７１００を削除する。（引用箇所がないため。）

・３．定義において、ＪＩＳ Ｒ ３４１０で定義してある用語（Ｅガラス、Ｃガ

ラス、アルカリ含有率）は、この規格で改めて定義する必要はないため削除す

る。

・５．ｄ）における「・・、１．０％以下・・。」の部分は、「・・、１．０％

以下（質量分率）・・。」へ修正する。

・５．ｆ）における「・・、２％以下・・。」の部分は、「・・、２％以下（質

量分率）・・。」へ修正する。

⑤R3414 ガラスクロス

資料６に基づき、影山委員より概要説明があった後、審議が行われた。以下の

点を再検討し、次回に再審議することとなった。

・表２及び表３における「厚さ（参考値）」について、（参考値）という記述が

あると規定値の意味合いが曖昧になるため、（参考値）という記述を削除する

方向で再検討する。

⑥R9001 工業用石灰

資料７に基づき、日本大学 安江氏より概要説明があった後、審議が行われ、

異議なく承認された。

⑦R9011 石灰の試験方法

資料８に基づき、日本大学 安江氏より概要説明があった後、審議が行われ、

異議なく承認された。

(5)国際標準化を巡る最近の動向について

参考資料２に基づき、岩永産業基盤標準化推進室長より説明があった。

以上


